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１ 国内外の人権尊重の潮流  

  国際的な人権保障の枠組み 

   国際連合は、昭和 23（1948）年の第３回総会で、人類に多大な犠牲をもたらした 

二度にわたる世界大戦の経験から、差別撤廃と人権確立こそが恒久平和を築く道であ 

るとして、はじめて人権を国際的な問題ととらえ、人権保障の目標や基準を国際的にう

たった「世界人権宣言」を採択しました。昭和 25（1950）年の第５回総会では、12 

月 10日を「人権デー」（Human Rights Day）として、世界中で記念行事を行うこと

が決議されました。 

   その後、世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるために採択され

た「国際人権規約」【注１】をはじめとする様々な国際人権条約【注２】が生まれ、人権

を守るための国際的な枠組みが整えられるようになりました。 

 

  国内での取り組み  

  我が国においては、昭和 22（1947）年に「基本的人権の尊重」を基本理念に掲げ

た日本国憲法が制定されました。その後、国際人権規約や人権関連条約などを通じて、

国家の枠組みを超えた国際的な人権保障の確立に努めるとともに、様々な人権問題に

対応する個別の法律の整備が進められてきました。 

 平成６（1994）年の国連総会において、平成７（1995）年から平成 1６（2004）

年までを「人権教育のための国連 10年」とする決議が採択されると、我が国でも人権

保障のための積極的な取り組みが進められました。平成９（1997）年の「人権擁護施

策推進法」の施行により、人権擁護推進審議会が設置され、人権擁護施策のあり方につ

いての議論が進められました。 

平成 12（2000）年には、人権教育・啓発に関する施策の推進についての国、地方

公共団体及び国民の責務を明らかにした「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

が公布・施行され、この法律を具体化するための「人権教育・啓発に関する基本計画」

が平成 14（2002）年３月に策定されました。計画は、平成 23（2011）年４月に

一部変更され、「北朝鮮当局による拉致問題等」が人権課題に追加されました。 

   平成 14（2002）年、 政府は新たな人権救済制度の創設に関する人権擁護推進審

議会の答申を受け、「人権擁護法案」を国会に提出しましたが、平成 15（2003）年 

10月、衆議院の解散により廃案となりました。なお、平成 17（2005）年には民主

党から、「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されま

したが、これも衆議院の解散により廃案となっています。 

   平成 17（2005）年、国連は世界各地で人権教育を積極的に推進していくことを目 

  的に、「人権教育のための世界計画」を策定するとともに、開発・安全・人権の密接な 

  関連性を踏まえて、国連のすべての活動で人権の視点を強化する考え（「人権の主流化」）

を提唱しました。 

    

 



- 2 - 

 

   近年の動き 

    現在、我が国では 12月４日から世界人権宣言が採択された 10日までの１週間を 

  「人権週間」と定め、全国的に啓発活動が行われています。 

    平成 27（2015）年 9月の国連サミットで「持続可能な開発目標（SDGｓ エス・ 

ディー・ジーズ）」【注 3】が採択され、平成 28（2016）年 1月に発効しました。 

   国際社会の取り組みとして、「人権」という言葉が開発の目標で示されたことを受け、

現在、行政だけでなく、民間団体ほか様々な立場での取り組みが進められています。  

   平成 28（2016）年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障

害者差別解消法）」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」、「部落差別の解消の推進に関する法律（部

落差別解消推進法）」が施行されました。現在、人権侵害の被害者を救済する法律制定

には至っておりませんが、2020年のオリンピック・パラリンピックの開催を前に、

人権が尊重され多様性を認めあえる社会づくりをめざす気運の醸成に向けた取り組み

が進められています。 

    また、平成 28（2016）年 6月に、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布 

  されました。児童福祉法の理念規定は、昭和 22（1947）年の制定当初から見直しが 

  されていませんでしたが、改正により、児童が権利の主体であること、意見を尊重さ

れること、最善の利益を優先されることなど、児童の福祉を保障するための理念が明

確になりました。 

   

   大阪府の取り組み   

    大阪府では、平成 10（1998）年 10月に、人権尊重の大切さを示し、人権施策を  

  進める枠組みをつくり、すべての人の人権が尊重される社会をめざして、「大阪府人権  

  尊重の社会づくり条例」が制定されました。また、平成 11（1999）年３月、人権に 

  ついての正しい理解を図り、様々な人権問題の解決をめざした教育を人権教育として

総合的に推進するために、「人権教育基本方針」及び「人権教育推進プラン」が策定さ

れました。 

   平成 13（2001）年 3月には、大阪府人権尊重の社会づくり条例の具体化のため

に、「大阪府人権施策推進基本方針」が策定され、この方針に基づく施策を推進するた

めに平成 17（2005）年３月に「大阪府人権教育推進計画」が策定されました。その

後、それぞれの人権課題の解決に向けた取り組みを進める中で、各種計画等の改訂も

なされてきました。平成 27（2015）年 10月には、差別解消についての理解を深め

るための「差別のない社会づくりのためのガイドライン～すべての人の人権が尊重さ

れる社会をめざして～」が策定されました。「差別の未然防止」及び「個別事案の適切

な解決」を目的としたガイドラインは、平成 29（2017）年 3月と平成 3（2018）

年 3月に改訂がなされています。   
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２  岸和田市におけるこれまでの取り組み  

    岸和田市では、昭和 50（1975） 年に法務省から「人権モデル地区」の指定を受 

 けたことを契機に、同年の人権週間期間中の 12月 9日に「人権擁護都市宣言」を行い

ました。以降、昭和 55（1980）年に「人間尊重と環境保全」を基本理念とした岸和

田市総合計画を策定し、人権を大切にする市政の実現に努めてきました。 

  昭和 56（1981） 年に「障害者福祉都市宣言」、昭和 58（1983）年に「核兵器廃

絶・平和都市宣言」を経て、基本的人権の尊重、あらゆる差別の撤廃と明るく平等な社

会の実現に努めてきました。 

 昭和 61（1986）年には、庁内に「人権対策委員会」を設置し、職員一人ひとりの 

 人権意識の高揚を図り、憲法にも保障された基本的人権を市民の誰もが保障される明る

いまちづくりに取り組んできました。昭和 63（1988）年、平成 10（1998）年には、

「人権に関する市民意識調査」を実施し、その結果を踏まえ、一人ひとりが経済的、政

治的、社会的にあらゆる差別を受けることなく基本的人権を保障される社会をめざして

人権施策を実施してきました。  

   平成 11（1999）年３月に「岸和田市人権施策基本方針」を策定し、教育の分野で 

も平成 14（2002）年４月に「岸和田市人権教育基本方針」を策定しました。 

  平成 17（2005）年 8月に「岸和田市自治基本条例」を策定、基本原則に人権尊重

を掲げるとともに、12月には「岸和田市人権尊重のまちづくり条例」を施行しました。  

  平成 18（2006）年 11月に「岸和田市人権施策推進プラン」を策定し、施策の充

実に努めてきました。  

  これまで、各種団体や関係機関等と連携し、様々な方法で人権課題に関する啓発を続

けてきましたが、インターネットを悪用した差別事象やヘイトスピーチ（特定の民族・ 

国籍の人々を排斥する差別的言動）の発生など、人権を取り巻く環境は変化しています。

一方で、部落差別や障害者差別など、依然として解消が進まない差別事象も少なくあり

ません。本市で毎年度実施している市民意識調査結果からも、市民の差別意識の解消が

十分に進んでいないのが現状です。 

 

  平成 11（1999）年に策定された「岸和田市人権施策基本方針」は平成 17（2005）

年に改訂されましたが、今日までの間に社会情勢は大きく変化しました。 

平成 28（2016）年度の人権に関わる３つの法律をはじめとする関係法令との整合

を図るためにも「岸和田市人権施策基本方針」の全面改訂が必要となりました。これに

より、平成 19（2007）年に改訂された「岸和田市人権施策推進プラン」の全面改訂

も必要となりました。これらの改訂については、「岸和田市人権尊重のまちづくり審議

会」に諮問し、継続した審議を行うこととなりました。 
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３ 基本理念  

 ■一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現 

 ■誰もが個性や能力を活かして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化の創造 

  

   人権とは、一人ひとりが人間の尊厳に基づいて、生まれながらに持っている固有の権

利であり、すべての人々が生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために

欠かすことのできない権利です。 

日本国憲法において、基本的人権の尊重は国民主権や恒久平和とともに、三大原則の

ひとつとなっています。すべての人は、人間として皆同じ人権を有しており、一人ひと

りがかけがえのない存在であるということを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方

などの違いを認めあい、多様性を尊重する必要があります。 

このため、一人ひとりが自分の権利のみならず他人の権利についても深く理解すると

ともに、人権を相互に尊重し合うことが重要です。 

人権文化とは、すべての人が人権尊重の精神を当然のこととして身につけ、日常生活

の中で実践することであり、またそのような生き方を可能にする社会的な環境や条件を

整備することです。 

  岸和田市では、「すべての国民は基本的人権を享有し、法の下において平等である」

とする日本国憲法及び「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と

権利とについて平等である」とする世界人権宣言の精神を念頭に、市民一人ひとりの人

権が尊重されるまちづくり、市民が主体的に人権に向き合える環境づくりをめざしてき

ました。21世紀は「人権の世紀」と言われ、社会は少しずつ変わってきました。 

  しかしながら、人権に関わる施策は個別課題ごとに推進されてきたため、それぞれに

相当の成果は蓄積されましたが、それらがすべての行政分野で十分に活用されてこなか

った一面があります。これにより、市民ニーズや社会情勢との隔たりも見られるように

なっています。 

様々な行政の役割のうち、最も大切なもののひとつが市民の安心・安全と生活を守る

ことと言えるでしょう。安全が保たれているふだんの生活はもちろん、災害時にも、女

性、子ども、乳幼児を抱えた人、高齢で支援が必要な人、障害がある人、日本語が分か

らない人、性的マイノリティの人などが不利益を受けることがあってはなりません。そ

のためには、平時から、職員一人ひとりが様々な立場や状況にある人々の存在に気づき、

想いを寄せながら施策を進める必要があります。 

人権尊重の社会づくりに向けて、すべての行政分野で基本理念を踏まえ、総合的な施

策の推進ができるよう、人権担当課の果たす役割が大きくなっています。 
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４ 私の人権 (※１) 

  住みたい場所に住む。好きな勉強をする。結婚をするか、しないかを選択し、誰と結

婚するか決める。信仰したいものがあれば、自分の心に従って信仰をする。自分の思っ

ていることを表現する。したい仕事をする・・・。これらは、日本国憲法で保障されて

いるものです。【注４】 

  私たちはいつも選択や決定をしながら生きています。そこには、人それぞれの想いや

願いがあり、それらのひとつひとつを実現することで、自分が求める幸せや自分らしい

生き方に近づいていきます。 

  想いを実現するためには、自分の努力がもちろん必要です。しかし、自分の想いや行

動が不当に制限されないことも大切な条件になります。価値観や人生観を押し付けたり、

国籍や性別、社会的身分などを理由に、自分らしく生きようとしている人の想いや行動

を阻むことはできません。 

  すべての人が生まれたときから持っている人権は、将来にわたりずっと守られていく

べきものです。自分や家族が幸せになるための想いや願いは誰もが守りたいと考えるも

のです。だからこそ、自分の想いと同様に、幸せになろうとする人の想いをお互いに守

り合うことが大切です。 

  そのためにも、悪意がなくても人を傷つけることにならないように、相手の状況を想

像してみることや、一人ひとり、違いがあることが「ふつう」であると気づくことが大

切です。 

  また、マイノリティの人に対して「例外扱い」をして、その存在に無関心でいること

は、当事者にとって深刻な人権問題になると理解することも必要です。 

 私たちにできる、「人権尊重のまちづくり」への第一歩は、こんなことから始まるの

ではないでしょうか。 
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5 人権施策の基本方向  

  １ 人権啓発と教育の推進 

人権が尊重される社会をつくるためには、一人ひとりが権利の主体であることを 

誰もが理解し、すべての人々が人権問題について、自ら積極的に考え、行動するこ 

とが必要です。これは、人々のたゆまない努力によって達成されるもので、その中で

基礎となる教育や啓発の果たす役割はたいへん大きいと言えます。 

       また、人権を守っていく市民の自発性を伸展させ、市と市民が対等なパートナー

として、地域の人権課題を解決していくことができるような自立した市民の育成を

進めます。 

  

   （１）人権啓発の推進 

   岸和田市では、人権に関する知識や意識をより深いものにするために、次の 

ような取り組みを実施します。 

 

① 様々なタイプの啓発 

             次の３つを啓発の大きな柱として、人権感覚を高め、理解を深める機会

を提供します。 

             ・人権を考える市民の集い 

        講演会形式で人権問題にふれ、たくさんの人に人権に気づいていただく 

               機会とします。 

       ・校区別人権セミナー 

               より身近な地域に出かけることで普段参加しにくい人にも参加してもら 

               う機会とし、課題に応じた啓発を実施し、地域のリーダー育成の場とし 

        ます。 

       ・人権問題専門講座 

               より専門的な内容でリーダー養成の機会とします。 

     

② 身近で継続的な啓発  

       人権週間などの時期に合わせた「広報きしわだ」への記事掲載や街頭啓

発、人権啓発紙「人の輪」の発行など、継続した啓発を実施します。 

 

③  団体や地域との協働による啓発 

             各種人権団体や各地区市民協議会等との連携による啓発事業を実施し

ます。企業対象研修や施設見学等の地域主催研修の実施などによって、

様々な団体と連携を深めながら、人権意識の醸成を図ります。 
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 （２）人権教育の推進 

 (※)2   なぜ人権を学ぶのでしょうか。それは差別をなくしていくためと言われてき 

ました。たしかにその通りですが、これ以外にも、人権を学ぶ意義はあるので 

はないでしょうか。それは「差別する側に立たない」「差別を傍観しない」「誤 

解や偏見を批判する力をつける」などです。 

 

      ある職場で、部落（同和地区）出身者であることを周りの誰にも言っていな

い Aさんという人がいたとします。周りの誰にも言っていないのですから、そ

の職場の同僚は誰も Aさんが部落同和地区出身であることは知りません。ある

とき職場の雑談のなかで、一人の同僚が「この近くには〇〇というところがあ

るが、そこは同和地区で、怖いところだから、行かないほうがいい」という発

言をしたとします。 

  そのとき、周りの同僚が「そうだ」「そのとおりだ」と、その発言に同調し 

たり、同調しないまでも、傍観するだけだったら、Aさんにとっては、いたた 

まれない職場環境となってしまうでしょう。 

  そのとき、同僚のなかの一人が「同和地区であろうと、なかろうと、いろん 

な人が住んでいるのはどこも同じで、同和地区だというだけで、ひとくくりに 

怖いというレッテルを貼るのは間違っているのではないか」と、その発言の誤 

りを指摘したなら、その場の空気は大きく変わるでしょうし、Aさんは救われ 

たような気持になるでしょう。 

  そして、Aさんは、その発言をしてくれた同僚を信頼できる人だと思い、そ 

の同僚と二人きりになったとき、「周りの誰にも言っていないのだが、自分は 

同和地区出身だ」と、カミングアウトしてくれるかもしれません。すなわち、

人権を学び、高い人権意識を持つことは、新しい人との出会いに結びつくので

す。 

 

  普段の言動から、「この人は偏見を持っていない」「この人は高い人権意識を 

持っている」とみなされる人は、あるとき「これまで誰にも言ってこなかった 

が、自分は同性愛者なのだ」「自分は在日韓国・朝鮮人だ」などと、それまで 「見

えない存在」であったマイノリティからカミングアウトを受けることがあるの

です。人権を学び、高い人権意識を持つことは、自分とは異なる人生を歩んで

きた人と出会い、互いに学び合える、そうした豊かな人間関係をつくることに

つながるのです。人権を学ぶことは、他者のためだけではなく、自分にも返っ

てくるものが大きいのです。   （※２ ここまで） 

 

      人権について学ぶことは、「差別する側に立たない」「差別を傍観しない」「誤 

解や偏見を批判する力をつける」ことにつながります。一方、差別は相手の権 

利を侵害し、幸せを奪う行為です。様々な権利を理解し、互いの権利を守ろう 

とする高い人権意識をもつことは、豊かな人間関係を築くきっかけになります。 
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     岸和田市では、「国際人権規約」、「子どもの権利条約」、「日本国憲法」、「教

育基本法」、そして「岸和田市人権施策基本方針」等の精神に則り、次のよう

な方針で人権教育を推進します。 

  

    ①自分は権利の主体であることを学ぶことが必要であり、人権及び人権問題に  

     ついての理解を深め、人権問題の解決を自らの課題として積極的に取り組む   

         とともに、社会の一員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚を持って行動 

         する人間の育成をめざし、教育のあらゆる場において人権教育を推進します。 

 

    ②人権問題が社会の変化に伴い様々な形で生じうる問題であることを踏まえ、  

      その実態把握に努めるとともに、すべての人々の自立、自己実現、豊かな人 

      間関係づくりが図られるよう人権教育を推進します。 

 

    ③市民一人ひとりが主体的に、学習活動を通じて、人権及び人権問題の理解と 

      認識を深め、様々な文化、習慣、価値観等を持った人々が、それぞれのアイ 

      デンティティを保ちながら豊かな社会生活を送ることができるよう、地域社 

      会における人権教育・学習の充実・振興を図ります。 

       市民の力による、人権が尊重された地域コミュニティづくりをめざします。 

   

    ④人権教育を推進するため、人権及び人権問題に関する深い認識とそれに基づ 

   いた実践力を身につけた熱意ある指導者の育成を図ります。 

 

   ２ 相談体制の充実  

人権相談では、電話や面接によって相談者が抱える困りごとをまず傾聴します。 

次に、より良い解決方法を一緒に考え、必要に応じて適切な部署や関係機関を紹 

介します。 

      近年、情報化の進展によって、困りごとの解決方法が見つけやすくなりました。

いつでもどこででも、知りたい情報がすぐに手に入り、わざわざ時間をつくって

相談する必要がなくなりました。また、岸和田市では、相談窓口が細分化されて

いるため、専門の窓口につながりやすくなっています。しかし、「どこに聞いてい

いのかわからないが、モヤモヤして苦しい」というような困りごとを整理する「な

んでも相談」から人権相談がはじまるものと考え、活用しやすいものにしていき

ます。 

 

  （１）身近に感じられるものに 

           人権に関わる相談というと、相談がしにくいと感じる人が多いかもしれませ 

      んが、身近で気軽に安心して話ができる場、困りごとの解決方法を一緒に考え 

てくれる場、と認知いただけるための PR を強化します。 
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  （２）フレキシブルな対応のために 

 電話や面接以外に、「市民からのお問い合わせメール」や FAX でも相談に応 

     じます。また、土日や夜間の対応のほか、より専門的な相談、地元以外での相  

     談を希望する人のために、大阪府人権相談窓口との連携を続けます。  

        

   （３）新しい方法として 

     人権擁護委員による特設人権相談を市庁舎内で月に２回実施していますが、

平成 30（2018）年 4月から、貝塚市とのグループ化による開催が始まり貝  

       塚市庁舎内で月に１回実施される人権相談の利用も可能となりました。人権擁

護委員の日（６月１日）や人権週間には、市民センターでの特設人権相談も実 

    施し、引き続き人権擁護委員の協力を得て相談しやすい体制づくりを進めます。  

          

     このほか、様々な団体との連携により、困りごとの早期解決につながる仕組

みづくりを検討します。 

 

   ３  人権問題の把握 

人権問題には、社会共通の問題のほか岸和田市の地域の事情や特性による事案 

       もあると考えられます。次のような方法で人権問題の把握に努めます。 

 

 （１）庁内各部署の連携 

① 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ） 

 【注５】の担当部署との連携により状況を把握し、虐待やDV及びデートＤＶ 

 【注６】の予防啓発に取り組みます。 

         

② 各課が実施する調査を活用し、人権課題に関する市民意識を把握します。 

         

③ 各種審議会における意見や提案などから、各種施策に通じる人権問題に関す   

      る情報の収集に努めます。 

 

④ 「障害者差別解消法」の施行以降、毎年、全課対象の「合理的配慮の提供」 

  と「差別的取り扱い」に関する調査により実態を把握し、情報を共有して、 

  必要な対応を進めます。 

              

             このほかにも、庁内連携を強化し、各部署が主体的に人権の視点をもって 

           施策を進めるような仕組みづくりに取り組みます。 
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   （２）関係機関・団体との連携 

      法務局や労働基準監督署、公共職業安定所、大阪府、府内各市町村のほか、

大阪府人権協会をはじめとする府内関係団体との連携により、必要な情報交換

や効果的な施策の推進をめざします。 

           また、岸和田市人権協会や各地区市民協議会等との連携のなかで、各構成団

体や各地域における人権問題の把握や共有をしやすくします。 

 

   （３） 市民意識調査の実施 

  これまで、人権担当課では「人権に関する市民意識調査」により、岸和田 

 市における人権問題の把握に努めてきました。今後も必要性を見極めながら、 

意識調査の実施を検討します。 
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6  取り組むべき主要課題（概要）  

  この方針では、社会全体の課題の次に、岸和田市の概要、取り組むべき課題を例示

しました。すべての人権課題について次の３点に取り組むことを前提とします。 

 

■施策の推進状況を把握し、必要な調整に努める。 

■関係機関や団体と連携し、必要な情報を収集し、各施策の充実に努める。 

■人権課題への正しい理解を深めるため、様々な機会をとらえ啓発を続ける。 

 

今後、社会情勢の変化により新たな人権問題が生起した場合は、必要に応じて方針

の見直しを行うこととします。 

 なお、方針を具体化するための「岸和田市人権施策推進プラン」を改訂する際は、

人権課題ごとに各課が推進する個別の施策を明確に記載し、プランの進行管理が確実 

にできる仕組みをつくることとします。 

 取り組むべき主要課題は、次の 17項目とします。 

 

  １ 女性の人権 

      家庭における女性差別や職場におけるハラスメントなどの人権問題が発生して 

    います。また、配偶者などからの暴力も深刻な問題であり、特に女性の被害者が 

       多いのが現状です。 

      女性だから、という理由で自分らしく生きる権利を侵害されない社会づくりの 

       ための取り組みを進めます。 

     

  ２ 子どもの人権 

        いじめや体罰に起因する自殺、児童虐待、児童買春などの性的搾取、子どもの

貧困といった人権問題が発生しています。子どもが一人の人間として尊重される

よう、これらの問題についての関心と理解を深めていくための取り組みを進めま

す。 

 

   ３ 高齢者の人権 

         年齢を理由とした差別や高齢者の自己決定権の侵害、虐待などの人権問題が発 

    生しています。高齢者が尊厳を保ちながら、自分らしい生き方を選択、決定でき 

    る社会づくりのための取り組みを進めます。 

    

   ４  障害のある人の人権 

       障害を理由とする偏見や差別、虐待などの人権問題が発生しています。障害が 

    ある人の意思や権利の尊重や主体性を理解し、社会のあり方そのものが障害のあ 

    る人の暮らしに影響を与えていることを踏まえ、社会の側のバリアをなくすこと 

       により、誰もが互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するための取 
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       り組みを進めます。 

 

   ５ 被差別部落（同和地区）出身者の人権 

         結婚や就職などにおける差別、差別落書きやインターネット上での同和地区の 

    地名や所在地の書き込みや差別的な書き込み等、部落差別は依然として存在して 

       います。部落差別への正しい知識と理解を深める機会の提供をはじめ、部落差別 

       の解消のための取り組みを進めます。 

 

   6 地域で暮らす外国籍の人の人権  

     外国籍であることを理由とする偏見や差別、レイシャルハラスメント【注 7】や 

    ヘイトスピーチなどの人権問題が発生しています。歴史的経緯に学び、文化や生 

    活習慣などの多様性を理解し、互いの人権を尊重する共生社会づくりのための取 

       り組みを進めます。 

  

  7 HIV感染者やウイルス性肝炎等の感染者の人権 

         感染症に対する知識や理解の不足から、日常生活、職場、医療現場など様々な 

       場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症に対す 

       る正しい知識と理解を深め、偏見や差別を解消するための取り組みを進めます。 

 

  8 ハンセン病患者・元患者の人権 

         隔離政策【注 8】による社会の偏見や差別意識の助長は、患者やその家族に大 

    きな苦難と苦痛を強いてきました。元患者の地域社会への復帰や生活の妨げとな 

       る、病気に対する根強い誤解や無理解を解消するための取り組みを進めます。 

 

  9 刑を終えて出所した人の人権 

         根強い偏見や差別によって、刑を終えて出所した人が就職や入居先確保が困難 

       であるなど、人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人が地域で排除さ 

     れることなく、安定した生活をめざせるように、理解と支援を広げるために必要 

な取り組みを進めます。 

 

 10  犯罪被害者の人権   

     犯罪被害者が興味本位のうわさや心ない中傷などによって名誉を傷つけられた 

       り、私生活の平穏が脅かされるなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者が 

       平穏な生活を取り戻せるよう、社会全体で支えるための取り組みを進めます。 

 

  11  インターネットを悪用した人権侵害 

      個人の名誉やプライバシーを侵害する書き込みや差別を助長する表現の掲載、 

       ネットいじめなど、インターネットを悪用した人権問題が発生しています。イン 

       ターネットを利用する際のルールやマナーに関する理解を深める取り組みを進め 
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       ます。 

 

  12  北朝鮮当局による人権侵害問題 

         拉致問題の解決には、一人ひとりが関心と認識を深め、被害者の救出を求める 

    世論を高める必要があります。拉致被害者の一日も早い帰国をめざして、引き続 

       き政府を後押しする取り組みを進めます。 

  

  13  ホームレスの人の人権  

      ホームレスの自立を図るための様々な支援が行われている一方、ホームレスに 

       対する嫌がらせや暴行事件などの人権問題も発生しています。ホームレスに対す 

       る偏見や差別の解消をめざした取り組みを進めます。 

 

  14  性的マイノリティ（少数者）の人権 

      性的指向や性自認等（SOGI。別添 21ページ参照）を理由とする偏見や差別を 

    なくし、誰もがありのまま、自分らしく生きることができる社会、誰も孤立する 

       ことのない社会をめざし、性の多様性について関心と理解を深めるための取り組 

       みを進めます。 

    

  15  労働者をめぐる人権 

      職場におけるハラスメントや長時間労働、非合理的な選考採用のほか、様々な 

       人権問題が発生しています。多様な背景をもつ人たちで構成される職場環境をよ 

       りよくするために、関係法の周知と人権意識の向上のための取り組みを進めます。 

     就労に関連して、ニート問題【注 9】やひきこもりの人への理解を深めるため

の取り組みを進めます。 

   

 16  当事者の家族の人権 

      ハンセン病患者や刑を追えて出所した人、犯罪被害者、障害がある人、高齢者、

その他の少数者の家族であることを理由に、家族が様々な不利益を被ったり、人権

を侵害されたりすることのない社会をめざした取り組みを進めます。 

   

  17  様々な人権問題   

       自死予防と自死遺族への支援の問題、アイヌの人々などへの偏見や差別、人身 

       取引の問題や容貌に関する「見た目問題」など、様々な人権問題が存在していま 

       す。一人ひとりの人権が尊重される社会をめざした取り組みを進めます。 
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 7  推進体制        

  １ 総合調整機能の強化 

   （１）人権意識の高揚のために  

 市民一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、すべての人の 

人権を尊重する態度や行動を身につけるための啓発をします。 

 様々な機会をとらえて、気づきの場の提供に努めます。 

 

  （２）人権擁護を進めるために  

 人権相談をとおして、困りごとを解消し市民が自己実現に近づくことができ 

るよう支援します。 

 人権に関わる相談には、複数の要因が複雑に絡み合っているものも少なくな 

いことから、これらの要因を解きほぐして整理し、市民が主体的に解決方法を 

選択できるよう、相談スキルの向上に努めます。 

 各種相談機関や公的支援制度、さらにはＮＰＯ等が実施する援助活動など、 

人権擁護に関するさまざまな支援情報を効果的に提供します。 

 

  （３）人権問題の把握のために  

      市民の困りごとのほか、地域における課題を把握し適切な対応がとれるよう、

相談窓口を周知するほか、各種団体との連携強化に努めます。  

  

  ２  庁内体制 

   （１） 職員の意識向上のために       

      人権が尊重される社会の実現に深くかかわる立場にある職員が、常に人権尊

重の意識や態度をもって、職務の遂行に臨むことが重要であるため、関係部署

が連携し、市職員に対する人権研修を充実します。 

 

 

   （２） 横断的な取り組みのために 

「岸和田市人権施策推進プラン」の改訂及び進行管理に取り組むための仕組 

     みをつくります。また、市内における人権課題や岸和田市人権尊重のまちづく

り審議会における様々な意見や提言をふまえ、各部署が主体的に人権擁護の視

点に根ざした事業を推進するために必要な協力、連携に努めます。  

      

  ３  関係機関・団体との連携    

   （１） 行政機関との連携 

       人権施策を効果的に推進するために、法務局、労働基準監督署、公共職業安

定所等の関係機関や大阪府、府内市町村との協力・連携に引き続き努めます。 
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（２） 各種団体との連携 

      効果的な啓発活動を継続します。人権問題を的確にとらえる感性や人権を重

視する姿勢を育むために、家庭・学校・職場・地域などの身近なところで、気 

づきや学びの機会をつくります。 

        また、人権問題に取り組む様々な団体や機関との連携を強化し、様々な社会

資源の活用により誰もが「自分らしさ」を失わず地域で安心して暮らせるよう

な仕組みを充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 


